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１【提出理由】

2020年６月25日の当社第108期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、「金融商品取引法」第24条

の５第４項及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提

出するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年６月25日

 

(2) 決議事項の内容

＜会社提案＞

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　配当財産の種類

金銭

ロ　配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき普通配当金４円

総額　　　　　　　　 　993,462,076円

ハ　剰余金の配当が効力を生じる日

2020年６月26日

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、石田建昭、川本公英、佐藤昌孝、水野一郎及び

藤原洋を選任するものであります。

 

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、大野哲嗣、井上恵介、中山恒博及び山崎穣一を選任するものであ

ります。

 

第４号議案　当社及び子会社の取締役・使用人に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストック・オプションとして当社及び子会社

の業務執行取締役・使用人に対して新株予約権を無償発行すること、及び募集事項の決定を当社取

締役会に委任するものであります。

 

＜株主提案＞

第５号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)１名解任の件

代表取締役社長 石田建昭氏の解任を求めるものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成割合(％)

第１号議案 1,841,980 13,668 209 (注)１ 可決 99.14

第２号議案    (注)２   

石田 建昭 1,788,512 67,324 213  可決 96.25

川本 公英 1,797,238 58,598 213  可決 96.72

佐藤 昌孝 1,822,049 33,787 213  可決 98.06

水野 一郎 1,561,005 294,832 213  可決 84.01

藤原 洋 1,781,757 74,078 213  可決 95.89

第３号議案    (注)２   

大野 哲嗣 1,818,282 37,210 213  可決 97.87

井上 恵介 1,829,944 25,548 213  可決 98.50

中山 恒博 1,734,703 120,786 213  可決 93.37

山崎 穣一 1,833,100 22,392 213  可決 98.67

第４号議案 1,747,186 108,461 213 (注)３ 可決 94.04

第５号議案 146,376 1,709,350 213 (注)２ 否決 7.88
 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成によるものであります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成によるものであります。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。
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